
○　平成２１年４月１日以降、定年引上げ等と併せて導入するものであること　

２０時間以上（週の所定労働時間）

　　６５歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により６５歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度

　【６５歳安定継続雇用制度】

○　高齢短時間制度導入後１年間に、短時間労働時間を選択した常用被保険者（当該事業主に１年以上継続して雇用

　される者に限る）が１名以上出た場合に支給申請ができます。（支給申請と同時であること）

①一般労働者の所定労働時間

②短時間労働時間

基準労働時間

高齢短時間制度

○　６０歳以降の希望する日以後において、一般労働者の所定労働時間（基準労働時間）の他、基準労働時間に比べ、

　短い労働時間を選択して労働することができるものであること

○　短時間労働時間を選択した者が雇用の上限年齢及び、契約期間について不利となるものでないこと（就業規則等

　にその旨の定めがないこと）

○　１年前から６３歳以上の確保措置（※を参照）がなされていること

○　平成２１年４月１日以降、就業規則により、①６５歳以上への定年の引上げ　

　②希望者全員を対象とする７０歳以上までの継続雇用　③６５歳前に契約期間

　被保険者が１名以上いること

　④定年の廃止のいずれかの制度を導入し実施したこと

○　申請日の前日において、１年以上継続して雇用されている６０歳以上の常用

　　２２年度中小企業定年引上げ等奨励金制度改正のお知らせ

　７０歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、６５歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、さらに希

・当該定年の引き上げ

・継続雇用制度の導入　が切れない契約形態による希望者全員を対象とする６５歳以上までの継続雇用

※高年齢者の雇用の安定等に

　【支給対象事業主】

中小企業定年引上げ等奨励金とは

　関する法律第９条（高年齢

　者雇用確保措置

かつ ２０万円

　イ　希望者全員を定年退職後、再び雇い入れ、期間の定めのない労働契約又は６５歳以上の年齢を終期とする

　　有期労働契約により、６５歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入（再雇用）

○　次のイまたはロのいずれかの制度です。

　ロ　希望者全員を定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく、期間の定めのない労働契約又は、

　　の導入（勤務延長）

     ２５.３.３１　６４歳

基準労働時間の４分の３未満

望者全員を対象として７０歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。加えて、労働時間の

多様性を設ける制度「高齢短時間制度」を併せて導入した事業主に対しては加算して支給されます。

　また、新たに６５歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする６５歳以上までの継続雇用制

度「６５歳安定継続雇用制度」を導入した事業主も支給対象になります。

　過去に継続雇用定着促進助成金を受給された事業主も対象となります。（「６５歳安定継続雇用制度」は不可）

・Ｈ２２.４.１～

○　雇用保険被保険者が３００人以下の事業主

・当該定年の定めの廃止

　【高齢短時間制度導入による加算】

　り、継続雇用定着促進助成金の支給を受けた事業主は支給対象となりません。

○　６５歳以上の年齢を終期とする有期労働契約の場合、１年経過後は退職の自由が保障されていること（就業

　規則等に明記されていること）が必要です。

○　すでに６４歳以上の定年を実施している事業主又は、過去に６５歳以上の継続雇用制度を導入したことによ

①または②を選択して労働することができるもの（就業規則等に、明記されていること）

一定の加算支給額



３　６０歳以上６５歳未満の定年及び６５歳以上７０歳未満の希望者

　　全員を対象とする継続雇用制度を定めている事業主【表３】

64 歳 65 歳 69 歳 70 歳

退職年齢

支給額

６５～６９歳（※2）

（※３）６５歳安定雇用継続制度はすでに６４歳以上の定年を実施している事業主は支給対象となりません。

定年６０～６４歳（※１）

定年６５～６９歳（※１）則等により定められていた

事業主ｅ

事業主ｆ

　　　　　　　　　　　事業主ｈ

　　　　　　　　　　　事業主ｇ

平成９年４月１日以降において就業規則規

事業主ａ

事業主ｂ

事業主ｃ

事業主ｄ

定年の引き上げ

（６５歳以上７０

歳未満）

定年６０～６４歳（※１）

　　　　継続雇用年齢

　　　　用制度により定められていた旧

（※２）希望者全員を対象とした継続雇

（※１）旧定年年齢

る７０歳以上までの

　【支　給　額】

定年引上げ（６５

歳以上７０歳未

満）と希望者全員

数）に応じて、次の表に定める額を支給します。支給申請前日時に６４歳以上の被保険者がいない場合は(　)の額

Ｆ．Ｂ． Ｃ．Ａ．

定年の引き上げ

（７０歳以上）また

は定年の廃止

用制度の導入

廃止

Ｈ．

希望者全員を対

Ｊ．

希望者全員を対象

とする６５歳安定継

続雇用制度と希望

Ｉ．

希望者全員を対

象とする７０歳以

上もでの継続雇上までの継続雇

用制度の導入

上までの継続雇

は定年の定めの

８０(４０)

　１０～　９９人

１００～３００人

２０（１０）

用制度の導入

　　１～　　９人

　１０～　９９人

１００～３００人

４０（２０）
６０（３０）
８０（４０）

　中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模（常用被保険者の

Ｄ． Ｅ．

希望者全員を対

象とする６５歳安

希望者全員を対象

とする６５歳安定継

の導入

続雇用制度と希望

者全員を対象とす

希望者全員を対

象とする７０歳以

定継続雇用制度

る７０歳以上までの

継続雇用制度の導

入を併せて実施

１２０（６０）

を対象とする７０

歳以上までの継

続雇用制度の導

入を併せて実施

１　６０歳以上６５歳未満の定年を定めている事業主【表１】　　　　　　　　　　　　　　　

企業規模

４０（２０）
６０（３０）

２０
３０　１０～　９９人

　　１～　　９人 ４０
６０

５０（３０）
７５（４５）
１００（６０）８０（４０） ４０

９０（７５）
１２０（１００）

Ｋ．

１６０（８０）

　　　　　　支給額　（万円）

　　業主【表２】

２　６５歳以上７０歳未満の定年を定めている事　

　　　支　　給　　額　（万円）

１００～３００人 ８０

の導入者全員を対象とす

希望者全員を対

象とする６５歳安

定継続雇用制度

表３

支　　　　　給　　　　　額　（万円）

表２

１５
２０

２０（１０）
３０（１５）

６０(５０）

企業規模

及び継続雇用

象とする７０歳以

Ｇ．

定年の引き上げ

（７０歳以上）また

　　制度ごとの支給額

企業規模

　　１～　　９人

表１

４５（３０）
６０（４０）

３０（１５）
４０（２０）

１０

継続雇用制度の導

４０（２０）

３０（２０）

入を併せて実施

定年６５～６９歳

定年７０歳以上または定年の廃止

継続雇用７０歳以上

定年７０歳以上または定年の廃止

継続雇用７０歳以上

６５歳安定雇用制度

６５歳安定継続雇用及び継続雇用７０歳以上

定年６５～６９歳及び継続雇用７０歳以上

継続雇用７０歳以上

６５歳安定継続雇用及び継続雇用７０歳以上

６５歳安定雇用制度

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｄ



【申請手続き】

なお、申請は制度を導入した日から起算して６ヶ月以上の運用期間後です。申請期限は１年６ヶ月となります。

◎　高齢法の遵守期間及び申請期間

　イ　中小企業定年引上げ等奨励金申請書等

　ロ　平成９年４月１日以降の定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則等

　　　ただし、次の場合には、定年に関する申立書（定　様式第１５号）（※注）の提出が必要となります。

　　・　就業規則について労働基準監督署の受理日が定年引上げ等の措置を実施した日の翌日から起算して６か月を

　　　　超えている場合

　　・６５歳安定継続雇用制度については、変更前又は変更後の就業規則において契約更新の実態、期間の定めがな

　　　いこと等について明確でない場合

　　・平成９年４月１日以降に就業規則等により定年等を明文化していない期間がある場合

　　・平成９年４月１日以降の定年等を定めた就業規則等を紛失等により提出することができない場合

　　・定年の定めの廃止を実施した場合において、就業規則等にその旨の記載がない場合

　また、常時１０人未満の労働者を使用する事業主で就業規則等を労働基準監督署に届出されていない場合は、就業

規則等に関する申立書（定　様式第１６号）（※注）の提出が必要となります。

　ハ　常用被保険者全員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写）または常用被保険者全員の記載がある事業

　　　所別被保険者台帳（写）

　二　登記事項証明書（個人事業主にあっては、税務署長へ提出した「所得税申告書」（写））

　ホ　直近の労働保険確定保険料申告書（写）（労働保険事務組合委託事業所にあっては、労働保険料納入通知書

　　　（写）及び労働保険料領収書（写））

　ヘ　その他記載事項を確認する書類

（※注）平成２１年４月１日から、所定の様式を使用していただきます。

内容等についてご相談を希望される場合は「相談票」に記入のうえFAXして下さい。

申請始期

H21.4.1～申請日の前日 H22.4.1～H.22.9.30

（６ヶ月）

H.22.10.1～H23.9.30

（１年間）

○　確保措置義務年齢　６４歳

（６０歳定年到達者の雇用終了年齢　６５歳）

申請終期

①高齢法第８条・９条の遵守要件 ②導入した制度の運用期間③申請期間

H22.10.1 H23.9.30

実施日

次の書類を管轄の（社）石川県雇用支援協会に提出してください。

ＦＡＸ　０７６（２３９）３６９２

ＴＥＬ　０７６（２３９）０８２５

金沢市鞍月５－１８１
（社）石川県雇用支援協会

〒９２０－８２０３

H21.4.1 H22.4.1

（６０歳定年到達者の雇用終了年齢　６５歳）

○　確保措置義務年齢　６３歳


